
○工事内訳書作成の留意事項 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材

料費や労務費等の内訳を記載しなければならないこととされたため、工事内訳書の様式を改正

し、以下の項目を追加しました。 

 工事内訳書を作成する際は、下記内容をご確認のうえ、記載をお願いします。 

 

うち材料費 ○直接工事費の内、当該工事の施工に直接使用される材料の調達費用 

うち労務費 ○直接工事費の内、当該工事に従事する労働者の賃金や手当などの人件費

（法定福利費（事業主負担額）等は含まれない。） 

○労務費は、労務単価（円/人日（８時間））×歩掛（人日/単位あたり施工

量）の計算式等によって算出する 

※労務費の算出例（１） 

工事の種類 
必要な人工数 

（A） 

日額賃金 

（B） 

労務費 

（A）×（B） 

○○工 5 10,000 円 50,000 円 

■■工 20 20,000 円 400,000 円 

労務費総額 450,000 円 
 

うち法定福利費の

事業主負担額 

○健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇

用保険の内、事業主負担額を示す。 

（法定福利費＝労務費総額×法定保険料率） 

※法定保険料率の調べ方 

 雇用保険・・・厚生労働省 HP 

 健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金・・・日本年金機構 HP 

 厚生年金保険、子ども・子育て拠出金・・・全国健康保険協会 HP 

（例：令和８年４月） 

保険料の種類 事業主負担分 

雇用保険料 1.05％ 

健康保険料 4.885％ 

介護保険料 0.81％ 

子ども・子育て支援金 0.115％ 

厚生年金保険料 9.150％ 

子ども・子育て拠出金 0.36％ 

合計 16.370％ 
 



うち建退共制度の

掛金 

○建設業退職金共済制度（以下、「建退共」という。）の掛金納付の対象と

なる労働者がいる場合は、必要金額の記載を行う。 

 ・中小受託予定事業者（下請予定事業者）が建退共の加入事業者で 

ある場合 

 ・入札参加者が建退共の加入事業者であり、且つ、当該工事現場に 

従事する労働者がいる場合 

※建退共の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に 

 「－」と記載を行う。 

うち安全衛生経費 労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費の記載を行う。 

（その他の例） 

○保護具（防塵マスク、安全靴、フルハーネスなど） 

○安全衛生教育・技能講習・特別教育 

○健康診断（定期健診、特定業務健診、メンタルヘルス対策） 

○その他（アルコールチェッカー、熱中症対策など） 

 


